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業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要及び運用状

況の概要は以下のとおりであります。

(1) 当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合

    することを確保するための体制

  ① 当社および子会社は、企業倫理を高める施策を講じるとともに、取締役会

     を定時はもとより必要に応じ随時開催して取締役の意思疎通を図り業務執

     行を監督する。

  ② 取締役は他の取締役及び使用人の重大な法令違反及びその他コンプライア

     ンスに違反する重要な事実を発見した場合は、監査役及び取締役会に遅滞

     なく報告する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  ① 取締役の職務執行に係る情報については、取締役会規程に基づき機密保持

     に留意し、正確かつ確実に保存・管理することとし、定められた範囲で閲

     覧可能な状態を維持することとする。

  ② 情報の保存については保存媒体に応じて適切かつ検索性の高い状態で保

     存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持する

     こととする。

(3) 当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  ① リスク管理体制については、リスク管理規程及びリスク管理マニュアルを

     策定し、リスク対応並びに手順等を定め同規程に従ったリスク管理体制を

     整備する。

  ② 当社はリスク管理を有効に行うためリスク管理委員会および CSIRT を設置

     し、当社の業務執行に係るリスクとしてリスク管理規程に掲げたリスクを

     認識し、その把握と管理についての体制を整備する。不測の事態が発生し

     た場合には、迅速に対策本部を設置し、必要に応じて外部アドバイザリー

     チームを組織し迅速な対応を図り、損害の拡大を防止しこれを最小限にと

     どめることとする。

(4) 当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する

ための体制

  ① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎

     として、取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて随時に開催

     するものとする。
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  ② 当社の経営方針、経営戦略、事業計画等に係る重要事項については事前に

     役員並びに部署長からなる経営会議において議論を行い、その審議を経て

     執行決定を行うものとする。

(5) 子会社の取締役等の職務の執行にかかる事項の当社への報告に関する体制

    子会社管理規程を定め、子会社の株主総会および取締役会等の記録、業務内

    容、その他重要な事項について当社へ報告する。

(6) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  ① コンプライアンス体制の基礎として、「コンプライアンス基本規程」を定

     める。代表取締役会長を委員長とするリスク管理委員会において、コンプ

     ライアンスを含む内部統制システムの構築・維持・向上を推進するととも

     に、全社員を対象としてコンプライアンスについての研修を実施する。

  ② 取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する

    重要な事実を発見した場合には直ちに監査役に報告するものとし、遅滞なく

    経営会議において報告するものとする。

  ③ 内部監査部門として執行部門から独立した内部監査室を設置する。

  ④ 法令違反その他のコンプライアンスに関する事実について社内通報制度を

     整備し、社内通報規程に基づきその運用を行うこととする。

  ⑤ 監査役は当社の法令遵守体制及び内部通報制度の運用に問題があると認め

    るときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるもの

    とする。

(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことに関する体制と当該使用人

    の取締役からの独立性に関する事項

  ① 監査役の職務を補助すべき使用人として監査役が求めた場合は、当社の使

    用人から監査役補助者を任命することとする。監査役補助者は、その業務

    を遂行するにあたって、監査役の指揮・命令にのみ服する。同補助者の任命

    については監査役会の同意を得たうえで、取締役会が決定するものとする。

  ② 監査役補助者の人事異動、人事評価、懲戒に関しては監査役会の同意を得

    るものとする。

  ③ 監査役の職務について生ずる費用又は債務は、監査役からの請求に基づ

     き、当社にて速やかに処理する。

  ④ 監査役へ報告・通報したことを理由として、当該取締役および使用人に対

    して解任、解雇その他いかなる不利な扱いも行わないための諸規程を整備、

    周知する。

(8) 当社および子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他

の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保

－ 2 －



するための体制

  ① 当社および子会社の取締役及び使用人は会社に著しい損失を与える事実、

     役職員の不正行為、法令・定款違反行為を発見したときは、監査役に遅滞

     なく報告するものとする。

  ② 監査役は必要に応じいつでも取締役及び使用人に対し報告を求めることが

    できる。

  ③ 監査役が、会計監査・内部監査人と連携・協力して監査を実施することを

    積極的に支援する。

  ④ 監査役が、その職務遂行に当たって、必要と認めるときは、弁護士及び会

    計監査人等外部の専門家を活用することを積極的に支援する。

(9) 反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容

  ① 当社および子会社は、全役員・全社員が遵守すべき普遍的な規範として定

     めた「企業倫理憲章」及び「行動規範」において「社会的正義の重視」を

     明記し、社会的秩序や健全な企業活動を阻害する恐れのある反社会的勢力

     とのかかわりを一切持たないことを基本方針とする。

  ② 反社会的勢力に対する対応については、コンプライアンス基本規程に基づ

    き、コンプライアンス室を担当窓口として所轄警察署、顧問弁護士など外部

    専門機関との密接な連携のもと、情報収集と適切な助言・協力を確保できる

    体制を整備している。

  ③ 当社および子会社の全役員・全社員は、反社会的勢力に対して常に注意を

    払うとともに、不当要求など何らかの関係を有してしまった時の対応につい

    てはコンプライアンス基本規程・リスク管理規程に則り、担当窓口・リスク

    管理委員会を中心に外部専門機関と連携して速やかに関係を解消する体制を

    確立している。

(10) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

 当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、体制の整備当初か

ら、内部統制システムの整備及び運用状況について継続的に確認し調査を実施し

ており、取締役会にその内容を報告しております。また、確認調査の結果判明し

た問題点につきましては、是正措置を行い、より適切な内部統制システムの運用

に努めております。なお、当社における内部

統制システムの主な運用状況は以下のとおりであります。

  ① 当社は、当社における業務の適正を確保するために「企業倫理憲章」及び

    「行動規範」を定めるとともに、全社員に対しその啓蒙及び教育を実施して

    います。

  ② コンプライアンス意識の向上と不正行為の防止を図るため、コンプライア
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    ンス室において、コンプライアンス研修の実施を進めております。

  ③ リスク管理委員会の開催等により、事業環境の変化、関係法令の改正等を

    踏まえたリスクを把握・評価し、取締役会に報告しております。

  ④ 監査役の監査が実効的に行われるために、監査役は内部監査室と連携し、

     コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、

    取締役会に報告しております。
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（2023年４月１日から
2024年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 450,000 1,670,878 567,461 △299,982 2,388,356

当連結会計年度変動額

連結子会社株式取得に
よ る 持 分 の 変 更

△8,711 △8,711

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

188,733 188,733

剰 余 金 の 配 当 △81,523 △81,523

持 分 法 の 適 用 範 囲 の 変 更 △12,951 △12,951

自 己 株 式 の 処 分 △3,462 33,488 30,026

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ）

当連結会計年度変動額合計 △93,696 175,782 33,488 115,574

当連結会計年度末残高 450,000 1,577,181 743,243 △266,494 2,503,931

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計繰延ヘッジ
損　　　益

為替換算調整額
そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当連結会計年度期首残高 16,185 - 16,185 11,864 29,050 2,445,457

当連結会計年度変動額

連結子会社株式取得に
よ る 持 分 の 変 更

△8,711

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

188,733

剰 余 金 の 配 当 △81,523

持 分 法 の 適 用 範 囲 の 変 更 △12,951

自 己 株 式 の 処 分 30,026

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

452 13,396 13,849 4,873 △14,966 3,756

当連結会計年度変動額合計 452 13,396 13,849 4,873 △14,966 119,331

当連結会計年度末残高 16,638 13,396 30,034 16,738 14,084 2,564,788

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

・連結子会社の数 ７社

・主要な連結子会社の名称 株式会社テリロジー

　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社テリロジーワークス

株式会社テリロジーサービスウェア

株式会社ＩＧＬＯＯＯ

クレシード株式会社

株式会社エフェステップ

ログイット株式会社

②　非連結子会社の状況

該当事項はありません。

③　議決権の過半数を所有しているにもかかわらず子会社としなかった会社等の状況

該当事項はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・持分法適用の非連結子会社及び関連会社数

２社

・主要な会社等の名称 VNCS Global Solution Technology Joint Stock

Company

　　　　　　　　　　　　　　　　アイティーエム株式会社

② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況・主要な会社等の名称

該当事項はありません。

③ 議決権の100分の20以上、100分の50以下を所有しているにもかかわらず関連会社としな

かった会社の状況

該当事項はありません。

④ 持分法適用手続に関する特記事項

該当事項はありません。

(3) 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する注記

① 連結の範囲の変更 当連結会計年度から株式会社エフェステップ、ログイ

ット株式会社の２社を連結の範囲に含めております。

② 持分法の適用の範囲の変更 当連結会計年度からVNCS Global Solution

Technology Joint Stock Companyは重要性が増したた

め、アイティーエム株式会社は第三者割当増資の引き

受けにより持分法適用の関連会社の範囲に含めており

ます。
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(4) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、株式会社エフェステップの決算日は6月30日であります。連結計算書

類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取

引については連結上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。

(5) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．その他有価証券

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．棚卸資産

・商品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下による簿価切下げの方法により算定）を採用

しております。

・仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。

ハ．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

・デリバティブ 時価法を採用しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）

建物………………………定率法

ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備

は定額法によっております。

車両運搬具………………定率法

工具、器具及び備品……定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　15年

車両運搬具　　　　　３年

工具、器具及び備品　４年～10年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

・市場販売目的のソフトウェア 見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間（３年

以内）に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大

きい額を計上しております。

・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。

ハ．リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の

方法を採用しております。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定

額法を採用しております。
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③ 重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支

給見込額に基づき計上しております。

④ 収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履

行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以

下のとおりであります。

当社グループの主な事業内容はコンピュータおよびその周辺機器の輸出入、販売および

開発です。これらの取引の多くは、財又はサービスが引き渡される一時点で充足される履

行義務であり、外部顧客に対する売上及び顧客との契約から生じる収益は引渡時点におい

て収益を計上しております。商品の期間ライセンスを提供するサブスクリプション、保守

サービスの取引等については、期間ライセンスの有効期間にわたり充足される履行義務で

あることから、一定の期間で収益を認識しております。

⑤ 重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建予定取引

ハ．ヘッジ方針 為替相場変動リスクの低減のため、内部規定に基づ

き、ヘッジしております。

ニ．ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象とヘッジ手段における通貨、期日等の重要

な条件が同一であり、かつヘッジ期間を通じて相場変

動又はキャッシュ・フロー変動を相殺していると想定

することができる為替予約取引に関しては、ヘッジ有

効性評価を省略しております。

⑥ のれんの償却方法及び償却期間

10年間の均等償却を基本方針としておりますが、案件個別に判断をしております。

２. 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。
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３. 会計上の見積りに関する注記

（のれんの評価）

①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん　　　　　559,247千円

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

取得時に発生したのれんを超過収益力として認識しており、対象会社ごとにグルーピ

ングを行ったうえで、将来の事業計画に基づく営業利益及び割引前将来キャッシュ・フ

ローを検討することによって、減損の兆候・認識の判定を行っております。のれんの減

損の検討は、主に事業計画を基礎として行っておりますが、検討過程で使用された主な

仮定は、売上高成長率であります。

これらの仮定に基づく数値は、関連する業種の将来の趨勢に関する経営者の評価を反

映し、外部情報及び内部情報の両方から得られる過去データを基礎としております。翌

年度以降、対象会社の実績が事業計画と大きく乖離する場合、連結計算書類に重要な影

響を及ぼす可能性があります。

（非上場株式等の評価）

①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

投資有価証券（非上場株式等） 　　　　　381,226千円

投資有価証券評価損（非上場株式等）　　　44,093千円

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

非上場株式等の評価については、当該株式等の実質価額が取得原価と比べて50％程度

以上低下した場合に、株式等の実質価額が著しく低下したと判断し、回復可能性が十分

な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行うこととしております。超過収

益力を加味して取得した非上場株式等については、実質価額に当該超過収益力を反映し

ております。取得時の超過収益力の毀損の有無は、投資先の事業計画の実現可能性、計

画と実績の乖離状況、売上高成長率等を総合的に勘案して判断しております。投資先の

事業計画と実績に乖離等が生じ超過収益力の毀損が認められた場合には、減損処理が必

要となり、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
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(2) 有形固定資産の減価償却累計額 570,111千円

(4) 受取手形割引高

貸出コミットメントの総額 300,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 300,000千円

４. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

担保に供している資産は現預金であり、取引金融機関との信用状取引及び為替予約取

引の担保として2,600千円を差し入れております。

(3) 保証債務

該当事項はありません。

該当事項はありません。

(5)貸出コミットメント契約

　当社は、必要な時に株式取得または事業譲受資金の効率的な調達を行うため、あおぞら

銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。当連結会計年度末における貸出コミ

ットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 17,111,742株 - - 17,111,742株

決 議 株 式 の 種 類 配 当 の 原 資 配当金の総額
１株当たり

配 当 額
基 準 日 効 力 発 生 日

2023年５月25日

取 締 役 会

普通株式

(㈱テリロジーホ

ールディングス)

資本剰余金 81,523千円 ５円 2023年３月31日2023年６月27日

決 議 株 式 の 種 類 配 当 の 原 資 配当金の総額
１株当たり

配 当 額
基 準 日 効 力 発 生 日

2024年５月23日

取 締 役 会

普通株式

(㈱テリロジーホ

ールディングス)

資本剰余金 114,761千円 ７円 2024年３月31日2024年６月25日

５. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

るもの

(3) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを

除く。）の目的となる株式の種類及び数

普通株式　　39,900株

６. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは資金運用については、短期的な預金等に限定し、銀行からの借入により資

金を調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、

投機的な取引は行わない方針であります。
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連 結 貸 借
対 照 表
計 上 額

時 価 差 額

(1）敷金及び保証金 116,553 114,279 △2,274

(2）会員権 42,607 41,750 △857

資産計 159,160 156,029 △3,131

(1）長期借入金（ 1年内返済予
定長期借入金を含む）

369,039 369,039 －

負債計 369,039 369,039 －

デリバティブ取引（※）

ヘッジ会計が適用されてい

ないもの

ヘッジ会計が適用されてい

るもの

26,695

28,765

26,695

28,765

－

－

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びにリスク管理体制

敷金及び保証金は主に事務所の賃貸借に係るものであり、賃貸人の信用リスクに晒されて

おります。

会員権は、福利厚生等を目的としたゴルフ会員権であり、当該会員権に係る市場価格の変

動リスクに対しては、四半期ごとに時価等を把握し､保有状況を継続的に見直しております｡

これらについては、月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。

長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達であります。

デリバティブ取引は、外貨建ての金銭債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的

とした為替予約取引であり、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため、信

用リスクは僅少であります。また、執行・管理については、取引権限を定めた管理規定に従

い、担当部署が決裁担当者の承認を得て行っており、月次の取引実績は取締役会に報告して

おります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2024年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。

現預金は注記を省略しており、売掛金、買掛金、未払金については短期間で決算されるた

め時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。また、市場価格のない株

式等は､含まれておりません。

（単位：千円）

※デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債

務となる項目については( )で示しております。
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区 分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 381,226

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

デリバティブ取引 - 55,461 - 55,461

資産計 - 55,461 - 55,461

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 - 114,279 - 114,279

会員権 - 41,750 - 41,750

資産計 - 156,029 - 156,029

長期借入金 - 369,039 - 369,039

負債計 - 369,039 - 369,039

（注１）市場価格のない株式等

（単位：千円）

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以

下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場価格によ

り算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプット

を使用して算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時

価を分類しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額する金融資産及び金融負債

（単位：千円）

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：千円）
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１年以内
１ 年 超
２年以内

２ 年 超
３年以内

３ 年 超
４年以内

４ 年 超
５年以内

５ 年 超

長期借入金 91,472 87,152 85,169 72,692 11,724 20,830

(注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

資　産

(1) デリバティブ取引

デリバティブ取引の時価は、店頭取引のデリバティブについては取引金融機関より

提示された時価によっており、金利、外国為替相場等のインプットを用いた将来キャ

ッシュ・フローの割引現在価値により算定されており、レベル2の時価に分類しており

ます。

(2）敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価は、回収見込額を国債の利回り等適切な利率で割り引いた現

在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

(3）会員権

会員権の時価は、市場価格及び間接的に観察可能な金額により算定しており、レベ

ル２の時価に分類しております。

負　債

(4）長期借入金

長期借入金の時価は、変動金利が短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状

態は実行後大きく異なっておらず、当該帳簿価額は時価と近似していることから、レ

ベル２の時価に分類しております。

長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

７. 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

該当事項はありません。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

該当事項はありません。
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事業部門

合計
事　業

構成比ネットワーク セキュリティ
ソリューション

サービス

一時点で移転される財 412,813 1,007,676 1,956,777 3,377,267 49.1%

一定の期間に

わたり移転さ

れる財

サブスクリプション 349,387 1,454,449 271,788 2,075,624 30.2%

保守サービス 798,441 543,478 86,231 1,428,151 20.8%

顧客との契約から生じる収益 1,560,642 3,005,604 2,314,796 6,881,042 100.0%

外部顧客への売上高 1,560,642 3,005,604 2,314,796 6,881,042 100.0%

(1) １株当たりの純資産額 154.54円銭

(2) １株当たりの当期純利益 11.54円銭

８．収益認識に関する注記

(1) 収益の分解情報

　主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。

（単位：千円）

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

当社グループの主な事業内容はコンピュータおよびその周辺機器の輸出入、販売および開発

です。これらの取引の多くは、財又はサービスが引き渡される一時点で充足される履行義務で

あり、外部顧客に対する売上及び顧客との契約から生じる収益は引渡時点において収益を計上

しております。商品の期間ライセンスを提供するサブスクリプション、保守サービスの取引等

については、期間ライセンスの有効期間にわたり充足される履行義務であることから、一定の

期間で収益を認識しております。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

顧客との契約から生じた債権の期末残高は以下のとおりです。

　顧客との契約から生じた債権

　　受取手形及び売掛金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,163,309千円

　契約負債

　　前受金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,925,366千円

９．１株当たり情報に関する注記
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取得の対価 現金及び預金 70,000千円

取得原価 70,000千円

流動資産 80,801 千円

固定資産 2,132 千円

資産合計 82,933 千円

流動負債 26,736 千円

固定負債 － 千円

負債合計 26,736 千円

10．企業結合等に関する注記

（取得による企業結合）

(1) 取引の概要

①被取得企業の名称およびその事業の内容

名　　　称：株式会社エフェステップ

事業の内容：ソフトウェア開発等

②企業結合日

2023年10月31日（みなし取得日2023年12月31日）

③企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

④結合後企業の名称

変更はありません。

⑤企業結合の目的

株式会社エフェステップが持つ技術、人材やノウハウ を活用することで、サイバーセキ

ュリティソリューションやICTマネージドサービス、業務システムの提供を通じた、DX（デ

ジタルトランスフォーメーション）を更に推進し、当社グループ全体での新規案件対応力や

お客様へのサポート能力の更なる強化をするためであります。

⑥取得した議決権比率

企業結合日直前に所有していた議決権比率　　0.0％

企業結合日に取得した議決権比率　　　　　100.0％

取得後の議決権比率　　　　　　　　　　　100.0％

⑦取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

(2) 連結計算書類に含まれている非取得企業の業績の期間

2024年１月１日から2024年３月31日まで

(3) 被取得企業の取得原価およびその内訳

(4) 主要な取得関連費用の内容および金額

アドバイザリー費用等　　10,000千円

(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

①発生したのれんの金額

13,802千円

②発生原因

技術、人材活用により期待される将来の超過収益力から発生したものです。

③償却方法および償却期間

３年間にわたる均等償却

(6) 企業結合日に受け入れた資産および引き受けた負債の額並びにその主な内訳
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取得の対価 現金及び預金 570,000千円

取得原価 570,000千円

(7) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損

益計算書に及ぼす影響の概算額およびその算定方法

当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。

（取得による企業結合）

(1) 取引の概要

①被取得企業の名称およびその事業の内容

名　　　称：ログイット株式会社

事業の内容：コンタクトセンター向けソリューションの提供等

②企業結合日

2024年３月８日（みなし取得日2024年３月31日）

③企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

④結合後企業の名称

変更はありません。

⑤企業結合の目的

ログイット社が創業以来20年以上にわたって培ったコールセンターソリューション、およ

びCXに関する技術力・ノウハウと当社グループの海外先端ソリューションに関する目利き

力、ITテクノロジーにおけるグローバルな関係性を活かし、お客様へのサポート能力の更な

る強化をするためであります。

⑥取得した議決権比率

企業結合日直前に所有していた議決権比率　　0.0％

企業結合日に取得した議決権比率　　　　　100.0％

取得後の議決権比率　　　　　　　　　　　100.0％

⑦取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

(2) 連結計算書類に含まれている非取得企業の業績の期間

2024年3月31日をみなし取得日としているため、貸借対照表のみを連結しており、当連結

会計年度に係る連結損益計算書に被取得企業の業績は含まれておりません。

(3) 被取得企業の取得原価およびその内訳

(4) 主要な取得関連費用の内容および金額

該当事項はありません。

(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

①発生したのれんの金額

307,873千円

②発生原因

主としてログイット株式会社の今後の事業展開により期待される将来の超過収益力であり

ます。

③償却方法および償却期間

10年間にわたる均等償却
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流動資産 474,503 千円

固定資産 27,540 千円

資産合計 502,043 千円

流動負債 231,087 千円

固定負債 8,830 千円

負債合計 239,917 千円

売上高 737,905 千円

営業利益 △11,312 千円

経常利益 △11,180 千円

税金等調整前当期純利益 △20,025 千円

親会社株主に帰属する当期純利益 △13,388 千円

(6) 企業結合日に受け入れた資産および引き受けた負債の額並びにその主な内訳

(7) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損

益計算書に及ぼす影響の概算額およびその算定方法

（概算額の算定方法）

企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報

と当社の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を影響の概算額としておりま

す。なお、当該注記は監査証明を受けておりません。

11．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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（2023年４月１日から
2024年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計資 本

準 備 金
その他資
本剰余金

資本剰余
金 合 計

その他利
益剰余金 利益剰余

金 合 計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 450,000 1,275,000 695,781 1,970,781 △41,901 △41,901 △299,982 2,078,896

当 期 変 動 額

株式交換に
よ る 変 動

△3,462 △3,462 33,488 30,026

当期純損失 △47,026 △47,026 △47,026

剰 余 金　　
の 配 当

△81,523 △81,523 △81,523

株主資本以
外の項目の
当期変動額
（ 純 額 ）

当期変動額合計 0 0 △84,985 △84,985 △47,026 △47,026 33,488 △98,523

当 期 末 残 高 450,000 1,275,000 610,796 1,885,796 △88,928 △88,928 △266,494 1,980,373

新 株
予 約 権

純 資 産
合 計

当 期 首 残 高 11,864 2,090,761

当 期 変 動 額

株式交換に
よ る 変 動

30,026

当期純損失 △47,026

剰 余 金　　
の 配 当

△81,523

株主資本以
外の項目の
当期変動額
（ 純 額 ）

4,873 4,873

当期変動額合計 4,873 △93,649

当 期 末 残 高 16,738 1,997,111

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産（リース資産を除く）

・自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支

給見込額に基づき計上しております。

(3) 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び

当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりでありま

す。

当社は持株会社であり、主な収益は、子会社からの経営指導料及び受取配当金でありま

す。当社の履行義務は各子会社との契約に基づき経営指導及び業務を継続的に提供すること

であり、当該履行義務は一定の期間にわたり充足されることから、契約期間にわたり収益を

認識しております。

なお、受取配当金については、配当金の効力発生日をもって収益を認識しております。

３．表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

４．会計上の見積りに関する注記

（関係会社株式の評価）

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式　　　　　3,067,989千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

関係会社の将来の事業計画に基づく営業利益及び割引前将来キャッシュ・フローを検

討することによって、減損の兆候・認識の判定を行っております。関係会社株式の減損

の検討は、主に事業計画を基礎として行っておりますが、検討過程で使用された主な仮

定は、売上高成長率であります。

これらの仮定に基づく数値は、関連する業種の将来の趨勢に関する経営者の評価を反

映し、外部情報及び内部情報の両方から得られる過去データを基礎としております。翌

年度以降、対象会社の実績が事業計画と大きく乖離する場合、計算書類に重要な影響を

及ぼす可能性があります。
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営業取引による取引高

売 上 高

仕 入 高

販売費及び一般管理費

487,100千円

-千円

21,911千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 17,111,742株 -株 -株 17,111,742株

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 805,300株 -株 89,900株 715,400株

（非上場株式等の評価）

①　当事業年度の計算書類に計上した金額

投資有価証券（非上場株式等） 　　　　　224,701千円

投資有価証券評価損（非上場株式等）　　　44,093千円

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

非上場株式等の評価については、当該株式等の実質価額が取得原価と比べて50％程

度以上低下した場合に、株式等の実質価額が著しく低下したと判断し、回復可能性が

十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行うこととしております。

超過収益力を加味して取得した非上場株式等については、実質価額に当該超過収益力

を反映しております。取得時の超過収益力の毀損の有無は、投資先の事業計画の実現

可能性、計画と実績の乖離状況、売上高成長率等を総合的に勘案して判断しておりま

す。投資先の事業計画と実績に乖離等が生じ超過収益力の毀損が認められた場合に

は、減損処理が必要となり、翌事業年度の計算書類に重要な影響を与える可能性があ

ります。

５．会計上の見積りの変更に関する注記

該当事項はありません。

６．貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

該当事項はありません。

７．損益計算書に関する注記

関係会社との取引

８．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 自己株式の数に関する事項

(注)自己株式の数の減少は、クレシード株式会社の株式交換89,900株の減少分であります。

(3) 当事業年度の末日における新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式　　39,900株
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（単位：千円）
繰延税金資産

未払事業税否認 3,132
賞与引当金繰入額否認 3,509
子会社株式現物配当 13,681
減価償却限度超過額 1,588
繰越欠損金 34,483
その他 5,288
繰延税金資産小計 61,685
評価性引当額 △44,104
繰延税金資産合計 17,581

繰延税金負債
繰延税金負債合計 -

繰延税金資産の純額 17,581

９．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳
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種 類
会 社 等 の

名 称

議決権等の所

有（被所有）

割 合

関連当事者

と の 関 係

取 引

内 容
取 引 金 額 科 目

期 末

残 高

子会社

株式会社

テリロジー

所有

直接100.0％

役員の兼任

経営指導管

理

経営支援料の

受取（注）１
327,900

関係会社

未収入金
34,870

配当金 16,000
関係会社

未収入金
－

資 金 の 借 入

（注）２
1,307,712

関係会社

借入金
1,307,712

株式会社

テリロジー

ワークス

所有

直接100.0％

役員の兼任

経営指導管

理

経営支援料の

受取（注）１
21,600

関係会社

未収入金
4,125

配当金 6,000
関係会社

未収入金
－

資金の貸付

（注）２
7,934

関係会社

貸付金
7,934

株式会社

テリロジー

サービスウ

ェア

所有

直接100.0％

役員の兼任

経営指導管

理

経営支援料の

受取（注）１
38,400

関係会社

未収入金
5,610

配当金 14,000
関係会社

未収入金
－

資金の貸付

（注）２
1,087

関係会社

貸付金
1,087

株 式 会 社

IGLOOO

所有

間接51.6％

資金の貸付

経営指導管

理

経営支援料の

受取（注）１
4,200

関係会社

未収入金
440

クレシード

株式会社

所有

直接100.0％

役員の兼任

経営指導管

理

経営支援料の

受取（注）１
27,000

関係会社

未収入金
3,850

配当金 12,000
関係会社

未収入金
－

株式会社

エフェステ

ップ

所有

直接100.0%

経営管理指

導

経営支援料の

受取（注）１
20,000

関係会社

未収入金
22,000

(1) １株当たり純資産額 120円78銭

(2) １株当たり当期純損失 △2円87銭

10．関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

（単位：千円）

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. 子会社からの経営支援料の受取については、毎期交渉の上、決定しております。

２. 子会社に対する貸付金及び子会社からの借入金については、市場金利を勘案して決定して
おり、取引金額は期末残高を記載しております。

11．収益認識に関する注記
当社は持株会社であり、主な収益は、子会社からの経営指導料及び受取配当金でありま

す。当社の履行義務は各子会社との契約に基づき経営指導及び業務を継続的に提供すること
であり、当該履行義務は一定の期間にわたり充足されることから、契約期間にわたり収益を
認識しております。

なお、受取配当金については、配当金の効力発生日をもって収益を認識しております。

12．１株当たり情報に関する注記
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13．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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